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◇◇◇ アイネス消費生活情報 No.377 2024.12.18 ◇◇◇ 

               消費生活・男女共同参画プラザ（県消費生活センター） 

物流の「2024年問題」と「送料無料」表示について考えましょう（消費者庁HPより） 

 ○物流の「2024年問題」○ 

物流は、私たちの生活や経済活動を支える重要な社会インフラです。より豊かな生活の

実現のため、物流の機能を維持し、十分に機能させていかなくてはいけません。一方で、物

流を支えるトラックドライバーは、他の産業と比較して、労働時間が長く、賃金が低い状況

にあり、担い手不足が深刻化しています。そのため、物流産業を魅力ある職場とするため、

トラックドライバーの方々の働き方改革が進められているところです 

働き方改革を進める一方で、何も対策を講じなければ、今のように荷物を運べなくな

り、物流が停滞しかねなくなるという、いわゆる「2024年問題」(注)に直面しています。 

(注)物流の「2024年問題」とは 

自動車の運転業務の時間外労働について、2024年4月より、年960時間の上限規制が適用されること等によ

り、何も対策を講じなければ、2024年度には14%、2030年度には34%の輸送力が不足する可能性があるな

どから、「2024年問題」と言われている。 

将来の物流を支えるため、物流事業者、荷主企業や政府の取組が進められていますが、

私たち、消費者にもできることがあります。物流の「2024年問題」を自分事として考え、

私たちの意識や行動を変えることで、トラックドライバーをはじめ、物流に大きな負荷がか

かる状況を改善していくことができるのです。 

 

例えば、インターネットを利用して買い物をし、荷物を自宅等まで届けてもらうことが

あると思います。今は、インターネットで申し込めば、当たり前のように翌日には宅配事業

者の方が荷物を届けてくださり、とても便利です。でも、これが当たり前ではなくなるかも

しれないのです。物流の負担を軽減するために、私たちにどのようなことができるでしょう

か。まずは、以下のようなことを考えてみてください。 

 

1. その商品、明日どうしても必要なものでしょうか。 

荷物を急いで運んでもらうために、ドライバーに無理な運行を強いている可能性がありま

す。急いで受け取る必要のない荷物については、ゆとりを持った配送日時を指定しましょ

う。 

2. 配達日時に、確実に荷物を受け取りましょう。 

宅配便の再配達率は、十数パーセントにも上ります。再配達のためには、再びあなたの自宅

を訪問しなくてはなりません。配達日時に不在にすることを避けたり、置き配やコンビニで

の受け取り、宅配ロッカー等を活用したりするなどして、再配達をお願いすることをなくし

ましょう。 

3. 持続可能な物流の実現のため、物流業者、宅配業者の方々の私たちの生活の中での重要

性を理解しましょう。 

荷物が私たちの手元に届くまでには、自宅まで配達していただく方々のほか、例えば、配送
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センターでの仕分け(ピッキング)や梱包作業、トラックへの積込みなど、多くの方の人手が

かかっています。そうした方々の働きのおかげで、物流が維持されているのです。 

 

○「送料無料」表示について○ 

消費者庁では、「送料無料」表示の見直しに取り組んでいます。 

「送料無料」は、通常、消費者が、送料という費目を別途支払うことなく、商品を購入でき

ることを表していると考えられます。 

「送料無料」は、消費者にとっては、とても魅力的だと思います。では、なぜ、その見直し

が必要なのでしょうか。 

「送料無料」表示をみると、送料を誰かが負担していることは理解しているが、どのくらい

のコストを誰が負担しているのかまでは、(消費者は)考える必要がない。 

商品価格に送料が含まれている場合と、送料別の場合で、消費者の選択が異なる場合がある

(例えば、商品価格3,000円+「送料無料」と、商品価格2,500円+送料500円だと、何とな

く商品価格3,000円+「送料無料」の方が商品価値が高くて得だと思ってしまうなど。)。 

安価な商品であってもまとめ買いすることなく単品で購入し、何回配達してもらっても気に

ならない(例えば、100円のボールペンを必要な時に1本ずつ購入するなど)。 

配達日時に不在にして再配達をしてもらっても、ドライバーさんには悪いと思うが、「送料

無料」だからそこまで気にしない。 

こうした私たち消費者の認識は、一面では正しいのかもしれませんし、これまで何とかやっ

てこられたかもしれません。しかしながら、持続可能な物流の実現のためには、私たちの意

識や行動を変えていくことが必要になっているのではないかと考えています。 

また、「送料無料」表示は販売方法として消費者にも定着しており、「送料無料」表示を止

めると消費者が買ってくれなくなるのではないかと懸念している事業者もいると考えられま

す。しかしながら、私たち消費者が持続可能な物流の実現についてしっかり理解すること

で、そうした懸念は払しょくできるのではないかと考えています。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス） 

   〒870-0037  大分県大分市東春日町１番１号（ＮＳ大分ビル内） 

     TEL：097(534)4034   FAX：097(534)0684 

     ホームページ：http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/ 

     E-mail：oita-shouhi@pref.oita.lg.jp  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガバックナンバー（これまでの配信内容は、こちらからご覧ください） 

      http://www.pref.oita.jp/site/syohi-senta/mailmaga.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ Facebook で暮らしに役立つ最新情報を発信しています！ 

 ★ Facebook に登録していなくても、見ることができます。 

                 https://www.facebook.com/oita.iness 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

～「ながら見守り」にご協力ください～ 

 子ども達を犯罪被害から守るために、「気楽に」「気長に」「危険なく」自分のペースに

あわせた見守り活動を始めてみませんか？ 

 ウォーキングや犬の散歩、花の水やり、仕事などをし「ながら」、子どもを見守り、

不審者を地域のコミュニティに入らせないようにしましょう。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【消費生活に関するご相談は･･･】 

☆ 市町村の消費生活相談窓口  

  県下すべての市町村で、消費生活センターや相談窓口が設置されています。 

  次の消費者ホットラインは、全国どこでも、お近くの市町村や県の相談窓口をご案内しま

す。お気軽にご相談下さい。 

  《 消費者ホットライン：１８８ 》 

☆ 大分県の消費生活相談窓口   ※メールやファックスでは受付しておりません。 

 ◇ 消費生活等相談（契約、販売方法、多重債務、消費生活に関する相談） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１７：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

 ◇ 消費生活特別相談 

  ・ 受付時間：日曜日（第３日曜をのぞく）１３：００～１６：００ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガ登録者を募集しています！ 

  配信ご希望の方は、お名前、市町村名、「ＰＣ版または携帯版」の配信希望と書いて、 

下記メールアドレスあて送信してお申し込みください。（配信停止も同様） 

  ○申込先 → iness.csm@pref.oita.jp  （メルマガ専用アドレス）  




